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２－３ 都市景観形成地域 

２－３－０ 都市景観形成地域における届出対象⾏為等 

（１）届出対象⾏為 

⾏為 区域の区分 規模 
建築物の 
新築、増築、 
改築、移転、 
修繕等 

兵
庫
運
河
周
辺 

運河沿いエリア ア 高さが５ｍを超えるもの 
イ 床面積の合計が10㎡を超えるもの 

※増築については、
増築に係る部分
が左欄に掲げる
規模のもの又は
増築後に左欄に
掲げる規模とな
るものに限る。 

※修繕等について
は、修繕等に係る
面積が当該⽴面
の面積の過半に
わたるもの又は
10㎡を超えるも
のに限る。 

その他 
の区域 

用途地域のうち、
商業地域 

ア 高さが31ｍを超えるもの 
イ 建築面積が2,000㎡を超えるもの 

その他の用途地域 ア 高さが20ｍを超えるもの 
イ 建築面積が2,000㎡を超えるもの 

その他の区域 ア 高さが５ｍを超えるもの 
イ 床面積の合計が10㎡を超えるもの 

準用工作物の 
新設、増築、 
改築、移転、 
修繕等 

兵
庫
運
河
周
辺 

運河沿いエリア すべて 
その他 
の区域 

用途地域のうち、
商業地域 

ア 高さが31ｍを超えるもの 
イ 築造面積が2,000㎡を超えるもの 

その他の用途地域 ア 高さが20ｍを超えるもの 
イ 築造面積が2,000㎡を超えるもの 

その他の区域 すべて 
木竹の伐採 北野町⼭本通 樹高10ｍ以上又は地上1.5ｍの高さにおける幹の周囲が１ｍ

を超えるもの 岡本駅南 

 
＊景観影響建築⾏為 

区域の区分 ⾏為 
北野町⼭本通 ４階以上の部分を有する建築物の新築、増築（４階以上の部分の増

築に限る。）及び改築 
兵
庫
運
河
周
辺 

運河沿いエリア 高さが20ｍを超える建築物の新築、増築（高さが20ｍを超える部分
の増築に限る。）及び改築 

そ
の
他
の
区
域 

景観形成市⺠
協定の区域 

用途地域のうち、
商業地域 

高さが31ｍを超える建築物の新築、増築（高さが31ｍを超える部分
の増築に限る。）及び改築 

その他の用途地域 高さが20ｍを超える建築物の新築、増築（高さが20ｍを超える部分
の増築に限る。）及び改築 

その他の区域 高さが45ｍを超える建築物の新築、増築（高さが45ｍを超える部分
の増築に限る。）及び改築 

その他の区域 高さが20ｍを超える建築物の新築、増築（高さが20ｍを超える部分
の増築に限る。）及び改築 

 
 
（２）屋外広告物の表⽰及び屋外広告物を掲出する物件の設置に関する⾏為の制限に関する事項の

対象規模 

許可を要する広告物すべて。ただし、兵庫運河周辺の運河沿いエリア以外については、許可を要する広
告物のうち、１個あたりの表示部分の面積が７㎡を超えるもので、かつ、１敷地あたりの表示部分の面積
の合計が20㎡を超えるもの又は高さが４ｍを超えるもの。 

 


